
報告第２４号 

 

東広島市立小中学校遠距離通学児童生徒通学支援に関する要綱の一部改正について 

 

 

１ 目的、概要 

  東広島市補助金等交付規則（平成２４年規則第４号）の改正に伴い、必要な条文は当該規則による

こととし、本要綱の条文等を整理し重複する条文を削除する。また、学校統合に伴い利用料を徴収す

ることなくスクールバスを運行する地域を追加するとともに、押印の見直しの対応を含めて申請等に

必要な様式を本要綱から削除し、別途定めることとするもの。 

  

２ 改正箇所について 

 東広島市立小中学校遠距離通学児童生徒通学支援に関する要綱  

 （新） （旧） 

条文 第８条から第１０条まで 削除 （補助金の交付等の決定） 

第８条 

（補助金の交付の特例） 

第９条 

（計画の変更） 

第１０条 

条文 第１２条から第１５条まで 削除 （補助金の額の確定） 

第１２条 

（補助金の交付の請求） 

第１３条 

（補助金の交付決定の取消し及び補

助金の返還） 

第１４条 

（関係書類の保管） 

第１５条 

附則 

３ 

志和町、福富町、豊栄町、河内町及び

安芸津町に所在する小学校に係るス

クールバス事業については、当分の

間、第１３条の規定は、適用しない。 

豊栄町        、河内町及び

安芸津町に所在する小学校に係るス

クールバス事業については、当分の

間、第２０条の規定は、適用しない。 

様式 様式 削除 別記様式第１号 

   ～ 

別記様式第１２号 
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